
専門組織
・都道府県メディカルコントロール協議会
・消防本部、海上保安庁、自衛隊
・救急医療に関係する医学会

個人、組織、団体
（患者団体等）

救急救命処置検討委員会（仮称）
・救急医療の専門家、MC協議会、消防機関の代表等

・窓口 処置の拡大、追加についての提案・要望を受け付け

・評価 処置の利点、頻度、難易度、侵襲度等について評価

・振り分け 評価に基づいて、対応を振り分け

評価、振り分けの際の留意事項
・地域限定ではなく、全国において救命処置として許可
・救急救命士の養成課程のおける教育に組み込まれること
・医療機関到着の遅延する負の側面があること

カテゴリーⅠ

追加することが望ましいと
判断される処置

カテゴリーⅡ

さらなる検討が必要と判
断される処置

カテゴリーⅢ

追加することは不適切で
ある判断される処置

厚生労働省 医政局地域医療計画課

調査・検証
厚生労働科学研究班
（必要に応じて実証研究）
厚生労働省の検討会

省令・通知改正し、新しい処置を追加

見送り

新しい処置の運用

国家試験出題基準に追記
（日本救急医療財団）

実施状況、評価に応じて
削除することも検討

救急救命処置の追加、除外等の基本的な手順、流れ（案）

新しい処置の要望・提案（除外も含む）

前提事項 ①予後の改善に資する ②重度傷病者に対して必要 ③病院前で実施
考慮すべき事項 教育の増大や事後検証等に要する負担

資料請求

平成26年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）
「救急救命士の処置範囲に係る研究」（研究代表者 野口宏）


